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岩
村
藩
刊
本
の
第
十
丁
表
第
八
行
か
ら
第
十
一
丁
裏
第
六
行
ま
で
を
第

六
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
書
経
』
の
本
文
及
び
そ
れ
に
対
す
る
注

釈
文
の
抜
書
き
で
あ
る
。
注
釈
文
は
、
多
く
の
字
句
が
『
書
経
大
全
』
の

文
の
も
の
と
一
致
す
る
が
、
一
致
し
な
い
字
句
も
あ
る
。
呉
訥
自
ら
が
い

く
つ
か
の
『
書
経
』
の
注
釈
書
か
ら
注
釈
文
を
寄
せ
集
め
て
、『
書
経
』

の
本
文
と
注
釈
文
と
を
本
節
に
見
ら
れ
る
形
に
構
成
し
た
の
か
、
そ
れ
と

も
、
あ
る
未
知
の
『
書
経
』
の
注
釈
書
か
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
形
に
構

成
さ
れ
た
文
章
を
呉
訥
が
抜
書
き
し
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

【和
訳
】

呉
訥
撰
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若
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訳
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『
書
経
』
舜
典
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
舜
が
言
う
に
は
、

臯
陶
（
原
注
。
舜
の
臣
。）
よ
、
あ
な
た
は
裁
判
官
（
原
文
。
士
。
原
注
。

理
官
。）
に
な
り
な
さ
い
。
五
刑
に
当
た
る
罪
に
被
告
人
が
服
し
ま
す
。

（
原
注
。
古
の
五
刑
は
入
れ
墨
、
鼻
削
ぎ
、
足
切
り
、
宮
刑
、
死
刑
で
あ

る
。「
服
」
と
は
、
自
分
が
犯
し
た
罪
を
認
め
る
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。）
五
刑
に
当
た
る
罪
を
認
め
た
罪
人
は
、
三
つ
の
場
所
の
い
ず
れ
か

で
刑
を
受
け
ま
す
。（
原
注
。
五
刑
に
当
た
る
罪
を
認
め
る
と
、
死
刑
は

市
場
で
執
行
さ
れ
、
宮
刑
は
蚕
室
で
執
行
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
刑
は
人
目

に
触
れ
な
い
場
所
で
執
行
さ
れ
る
。）
五
刑
を
免
除
す
る
代
わ
り
に
流
刑

を
科
さ
れ
る
者
に
は
居
場
所
（
原
文
。
宅
。）
が
あ
り
ま
す
。（
原
注
。
五

刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
け
れ
ど
も
情
状
が
や
や
軽
い
者
、
及
び
帝
親
、

貴
人
、
国
家
に
功
労
が
あ
る
者
な
ど
の
五
刑
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

者
に
対
し
て
は
、
流
刑
を
科
し
て
追
放
す
る
。「
宅
」
と
は
居
場
所
で
あ

る
。）
五
刑
の
代
わ
り
に
流
刑
を
科
さ
れ
る
者
の
居
場
所
は
三
段
階
あ
り

ま
す
。（
原
注
。
流
刑
は
五
刑
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
わ
り
に
科
さ
れ
る
刑
で

あ
る
が
、
流
刑
を
科
さ
れ
る
者
の
居
場
所
は
五
段
階
で
は
な
く
、
三
段
階

に
分
か
れ
て
い
る
。
大
罪
を
犯
し
た
者
は
四
方
の
果
て
に
住
ま
わ
さ
れ
、

次
に
重
い
罪
を
犯
し
た
者
は
九
州
の
外
に
住
ま
わ
さ
れ
、
そ
の
次
に
重
い

罪
を
犯
し
た
者
は
千
里
の
外
に
住
ま
わ
さ
れ
る
。）
た
だ
明
察
で
あ
れ
ば
、

公
正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
原
注
。
た
だ
裁
判
官
が
明
察

で
あ
れ
ば
、
刑
が
罪
に
当
て
は
ま
っ
て
、
訴
訟
当
事
者
が
判
決
に
納
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
。）
と
。」

【原
文
】

書
。
舜
典
（
も
と
「
書
舜
典
」
三
字
な
し
。『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一

に
従
っ
て
補
っ
た
。）。
臯
陶
（
原
注
。
舜
臣
。）、
汝
作
士
（
原
注
。
理

官
。）。
五
刑
有
服
（
原
注
。
古
之
五
刑
、
墨
劓
剕
宮
大
辟
。
服
、
謂
服
其

罪
。）、
五
服
三
就
（
原
注
。
五
刑
既
服
、
大
辟
棄
於
市
、
宮
刑
就
蚕
室
、

餘
刑
就
隠
処
。）。
五
流
有
宅
（
原
注
。
五
刑
中
、
有
情
稍
軽
、
及
親
貴
勲

労
、
不
可
加
以
刑
者
、
則
流
放
之
。
宅
、
居
也
。）、
五
宅
三
居
（
原
注
。

流
雖
有
五
、
而
居
之
有
三
等
。
大
罪
四
裔
、
次
九
州
之
外
、
次
千
里
之

外
。）。
惟
明
克
允
（
原
注
。
惟
致
其
明
察
、
則
能
刑
当
其
罪
、
而
人
信

服
。）。（
以
上
、
第
十
丁
表
第
八
行
か
ら
第
十
丁
裏
第
一
行
。）

【訓
読
】

書
。
舜
典
。
臯
陶
（
原
注
。
舜
の
臣
。）
よ
、
汝
、
士
（
原
注
。
理

官
。）
と
作な

れ
。
五
刑
、
服
す
る
有
り
。（
原
注
。
古
の
五
刑
は
墨
・
劓
・

剕
・
宮
・
大
辟
。
服
と
は
其
の
罪
に
服
す
る
を
謂
う
。）
五
服
は
三
就
す
。

（
原
注
。
五
刑
、
既
に
服
す
。
大
辟
は
市
に
棄
て
、
宮
刑
は
蚕
室
に
就
き
、

餘
刑
は
隠
処
に
就
く
。）
五
流
、
宅
有
り
。（
原
注
。
五
刑
の
中
、
情
の
や

関
法

第
六
八
巻
一
号

二

(三
五
五
)



や
軽
き
も
の
、
及
び
親
・
貴
・
勲
・
労
に
し
て
、
加
う
る
に
刑
を
以
て
す

可
か
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
流
放
す
。
宅
は
居
な
り
。）
五
宅

は
三
居
す
。（
原
注
。
流
は
五
有
り
と
雖
も
、
之
れ
を
居お

く
に
三
等
有
り
。

大
罪
は
四
裔
、
次
は
九
州
の
外
、
次
は
千
里
の
外
。）
惟た

だ
明
な
ら
ば
、

克よ

く
允
な
ら
ん
。（
原
注
。
惟
だ
其
の
明
察
を
致
せ
ば
、
則
ち
能
く
刑
、

其
の
罪
に
当
た
り
て
、
人
、
信
服
す
。）

「
臯
陶
」
に
「
舜
の
臣
。」
と
い
う
注
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
注

に
つ
い
て
、『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
一
〇
一
、
子
部
、
法
家
類
存
目
、
祥

刑
要
覧
の
項
は
、「「
臯
陶
」
の
下
に
「
舜
臣
」
の
字
を
註
す
。
蓋
し

（『
祥
刑
要
覧
』
は
）
通
俗
（
一
般
人
向
け
）
の
文
た
り
。
以
て
甚
だ
し
く

は
書
を
読
ま
ざ
る
者
を
戒
む
。
故
に
浅
近
な
る
こ
と
是
く
の
如
き
な
り

（
こ
の
よ
う
な
初
心
者
用
の
注
が
附
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）。」
と
述

べ
て
い
る
。
呉
訥
が
「
舜
臣
」
と
い
う
注
を
写
し
た
『
書
経
』
の
注
釈
書

は
、
科
挙
の
受
験
勉
強
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
初
学
者
用
の
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
明
の
朱
升
（
一
二
九
九
～
一
三
七
〇
）
撰
『
書
経
旁

注
』（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
補
編
』
所
収
）
巻
一
に
、「
臯
陶
」
の
語
に

附
さ
れ
た
「
臣
名
臯
陶
」
と
い
う
傍
注
が
見
ら
れ
る
。

【和
訳
】

『
書
経
』
大
禹
謨
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
舜
が
言
う
に
は
、

臯
陶
よ
、
あ
な
た
は
裁
判
官
と
し
て
、
五
刑
を
明
ら
か
に
宣
告
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
五
教
を
弼た

す

け
ま
し
た
。（
原
注
。「
弼
」
と
は
輔た

す

け
る
の
意
で
あ

る
。「
五
教
」
と
は
、
父
子
に
親
し
み
が
あ
り
、
君
臣
に
義
が
あ
り
、
夫

婦
に
け
じ
め
が
あ
り
、
長
幼
に
順
序
が
あ
り
、
朋
友
に
信
が
あ
る
、
と
い

う
教
え
で
あ
る
。『
孟
子
』
滕
文
公
上
。）
刑
を
用
い
る
の
は
、
刑
が
無
く

な
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
し
た
。（
原
注
。
刑
を
用
い
て
政
治
を
助
け
、

刑
が
用
い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
。）
人
民
は
中
庸
を
得
た
行
動

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
原
注
。
民
が
中
道
を
得
て
、
行
動
に

過
不
足
が
無
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
結
果
、
刑
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
。）
と
。
臯
陶
が
答
え
て
言
う
に
は
、
帝
の
徳
に
は
愆あ

や
まち
が
あ
り
ま
せ

ん
。（
原
注
。
舜
の
徳
に
は
過あ

や
まち
が
無
い
。）
人
民
に
対
し
て
は
必
要
な
こ

と
だ
け
を
命
じ
ま
す
。（
原
注
。
煩
わ
さ
な
い
。）
人
民
を
寛
大
に
治
め
ま

す
。（
原
注
。
き
び
し
く
な
い
。）
刑
罰
を
子
孫
に
及
ぼ
し
ま
せ
ん
。（
原

注
。
父
の
罪
が
子
に
、
子
の
罪
が
父
に
及
ば
な
い
。）
過
失
で
犯
し
た
罪

で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
大
き
な
罪
で
も
宥ゆ

る

し
ま
す
。（
原
注
。
意
識
せ
ず

に
誤
っ
て
犯
し
た
罪
は
、
大
き
な
罪
で
あ
っ
て
も
宥
す
。）
故
意
に
犯
し

た
罪
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
罪
で
あ
っ
て
も
刑
を
科
し
ま
す
。

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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（
原
注
。
罪
に
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
故
意
に
罪
を
犯
し
た
者
は
、
小

さ
い
罪
で
あ
っ
て
も
刑
を
科
す
る
。）
罪
が
重
い
か
軽
い
か
疑
わ
し
い
と

き
は
軽
い
刑
を
科
し
ま
す
。（
原
注
。
犯
罪
事
実
が
確
定
し
た
け
れ
ど
も
、

法
律
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
、
軽
い
刑
を
定
め
た
法
律
を
適
用
す
る
べ

き
か
、
重
い
刑
を
定
め
た
法
律
を
適
用
す
る
べ
き
か
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、

軽
い
刑
を
定
め
た
法
律
を
適
用
し
て
処
罰
す
る
。）
辜つ

み

の
無
い
人
を
死
刑

に
処
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
尋
常
（
原
文
。
経
。）
で
は
な
い
大
罪
を
犯

し
た
者
の
刑
を
軽
く
し
ま
す
。（
原
注
。「
辜
」
と
は
罪
の
意
で
あ
る
。

「
経
」
は
常
の
意
で
あ
る
。
法
律
を
適
用
し
て
死
刑
を
科
す
る
こ
と
も
で

き
る
し
、
死
刑
を
科
さ
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
死
刑
を
科
す
る
と
、
被
告

人
が
罪
も
無
い
の
に
死
刑
に
処
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
心
配

で
あ
る
が
故
に
、
む
し
ろ
法
律
の
適
用
を
控
え
て
、
恩
を
施
し
て
、
刑
を

不
当
に
軽
く
し
た
と
い
う
責
め
を
裁
判
官
が
自
分
か
ら
引
き
受
け
る
。）

生
命
を
大
切
に
す
る
帝
の
徳
が
人
民
の
心
に
行
き
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
人
民
は
、
法
律
を
破
っ
て
官
司
に
さ
か
ら
う
こ
と
を
し
な
い
の
で

す
。（
原
注
。
生
命
を
大
切
に
す
る
舜
の
徳
が
深
く
人
民
の
心
に
し
み
入

り
、
人
民
は
皆
、
舜
の
徳
を
慕
い
喜
び
、
善
行
に
励
み
、
法
律
を
犯
さ
な

い
。）
と
。」

【原
文
】

大
禹
謨
。
臯
陶
。
明
于
五
刑
、
以
弼
五
教
（
原
注
。
弼
、
輔
也
。
五
教
、

父
子
有
親
、
君
臣
有
義
、
夫
婦
有
別
、
長
幼
有
序
、
朋
友
有
信
。）。
刑
期

于
無
刑
（
原
注
。
用
刑
輔
治
、
期
于
不
用
。）。
民
協
于
中
（
原
注
。
民
合

中
道
、
無
過
不
及
之
差
、
則
刑
果
無
所
用
。）。
臯
陶
曰
、
帝
徳
罔
愆
（
原

注
。
舜
徳
無
過
。）。
臨
下
以
簡
（
原
注
。
不
煩
。）。
御
衆
以
寛
（
原
注
。

不
猛
。）。
罰
弗
及
嗣
（
原
注
。
父
子
罪
不
相
及
。）。
宥
過
無
大
（
原
注
。

不
識
誤
犯
、
罪
大
亦
宥
。）。
刑
故
無
小
（
原
注
。
知
而
故
犯
、
小
罪
亦

刑
。）。
罪
疑
惟
軽
（
原
注
。
罪
已
定
、
而
於
法
疑
其
可
軽
可
重
者
、
則
従

軽
罰
之
。）。
与
其
殺
不
辜
、
寧
失
不
経
（
原
注
。
辜
、
罪
、
経
、
常
也
。

法
可
以
殺
、
可
以
無
殺
。
殺
之
、
恐
彼

於
非
罪
。
故
寧
屈
法
申
恩
、

而
受
失
刑
之
過
。）。
好
生
之
徳
、
洽
于
民
心
。
茲
用
不
犯
于
有
司
（
原
注
。

舜
好
生
之
徳
、
深
入
民
心
。
無
不
愛
慕
感
悦
、
興
起
於
善
、
而
不
犯
法
。）。

（
以
上
、
第
十
丁
裏
第
二
行
か
ら
第
九
行
。）

【訓
読
】

大
禹
謨
。
臯
陶
よ
。
五
刑
を
明
ら
か
に
し
て
、
以
て
五
教
を
弼た

す

く
。

（
原
注
。「
弼
」
は
輔
な
り
。「
五
教
」
と
は
、
父
子
、
親
有
り
、
君
臣
、

義
有
り
、
夫
婦
、
別
有
り
、
長
幼
、
序
有
り
、
朋
友
、
信
有
り
、
と
い
う

も
の
な
り
。）
刑
は
刑
無
き
を
期
す
。（
原
注
。
刑
を
用
い
て
治
を
輔
け
、

用
い
ざ
る
を
期
す
。）
民
、
中
に
協か

な

う
。（
原
注
。
民
、
中
道
に
合か

な

い
、
過

関
法
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不
及
の
差
無
け
れ
ば
、
則
ち
刑
、
果
た
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
無
し
。）
臯

陶
曰
く
、
帝
徳
は
愆あ

や
まち
罔な

し
。（
原
注
。
舜
の
徳
は
過あ

や
まち
無
し
。）
下
に
臨

む
に
簡
を
以
て
す
。（
原
注
。
煩
わ
さ
ず
。）
衆
を
御
す
る
に
寛
を
以
て
す
。

（
原
注
。
猛
な
ら
ず
。）
罰
は
嗣
に
及
ぼ
さ
ず
。（
原
注
。
父
子
は
罪
、
相

い
及
ば
ず
。）
過
ち
を
宥ゆ

る

す
こ
と
大
無
し
。（
原
注
。
識
ら
ず
し
て
誤
り
犯

す
は
、
罪
、
大
な
る
も
亦
た
宥
す
。）
故
を
刑
す
る
は
小
無
し
。（
原
注
。

知
り
て
故
ら
に
犯
す
は
、
小
罪
も
亦
た
刑
す
。）
罪
の
疑
わ
し
き
は
惟こ

れ

軽
く
す
。（
原
注
。
罪
已
に
定
ま
り
て
、
法
に
於
い
て
、
其
の
軽
く
す
可

き
か
重
く
す
可
き
か
を
疑
う
者
は
、
則
ち
軽
き
に
従
い
て
之
れ
を
罰
す
。）

其
の
、
不
辜
を
殺
す
よ
り
も
、
寧む

し

ろ
不
経
に
失
せ
ん
。（
原
注
。
辜
は
罪
、

経
は
常
な
り
。
法
は
以
て
殺
す
可
く
、
以
て
殺
す
無
か
る
可
し
。
之
れ
を

殺
さ
ば
、
彼
、
非
罪
に

ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
寧
ろ
法
を
屈
し
、

恩
を
申の

べ
て
、
刑
を
失
う
の
過と

が

を
受
く
。）
生
を
好
む
の
徳
、
民
心
に
洽あ

ま
ね

し
。
茲こ

こ

を
用
て
有
司
を
犯
さ
ず
。（
原
注
。
舜
の
、
生
を
好
む
の
徳
、
深

く
民
心
に
入
る
。
愛
慕
感
悦
し
、
善
を
興
起
せ
ざ
る
無
く
し
て
、
法
を
犯

さ
ず
。）

【和
訳
】

『
書
経
』
臯
陶
謨
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
臯
陶
が
禹
に
言

う
に
は
、
天
が
罪
有
る
者
を
討
ち
ま
す
。
五
刑
を
そ
れ
ぞ
れ
公
正
に
用
い

ま
し
ょ
う
。（
原
注
。
罪
人
を
討
ち
、
刑
罰
を
用
い
る
権
力
は
、
ひ
と
え

に
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
私
情
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。）

と
。」

【原
文
】

臯
陶
謨
。
天
討
有
罪
。
五
刑
五
用
哉
（
原
注
。
討
罪
用
刑
、
一
出
於
天
。

非
可
得
而
私
。）。（
以
上
、
第
十
丁
裏
第
十
行
。）

【訓
読
】

臯
陶
謨
。
天
、
有
罪
を
討
つ
。
五
刑
を
五
用
せ
よ
。（
原
注
。
罪
を
討

ち
刑
を
用
い
る
は
、
一
に
天
よ
り
出
づ
。
得
て
私
す
可
き
に
非
ず
。）

【和
訳
】

『
書
経
』
康
誥
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
周
の
成
王
が
康
叔

に
言
う
に
は
、
そ
も
そ
も
民
が
自
分
か
ら
罪
を
得
る
の
は
、
家
の
中
で
も

外
で
も
（
原
文
。
姦
宄
。）
強
盗
し
た
り
窃
盗
し
た
り
、
人
を
殺
し
た
り

人
を
傷
害
し
た
り
し
て
（
原
文
。
殺
越
人
。）
財
貨
を
奪
い
、
暋つ

よ

い
気
持

ち
で
死
を
恐
れ
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
者
を
憝に

く

ま
な
い
人
は
い
ま

せ
ん
。（
原
注
。
外
で
の
悪
事
を
「
姦
」
と
称
し
、
内
で
の
悪
事
を
「
宄
」

と
称
す
る
。「
暋ビ

ン

」
は
強
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
憝タ

イ

」
は
悪に

く

む
と
い
う

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
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意
味
で
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
自
ら
、
家
の
内
外
で
強
窃
盗
し
、
人

を
殺
し
、
人
を
顚
越
（
こ
ろ
が
り
落
と
す
）
し
て
財
貨
を
奪
い
取
る
罪
を

犯
し
、
強
暴
で
残
忍
で
命
知
ら
ず
の
者
に
対
し
て
は
、
憎
悪
し
な
い
人
は

い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
法
律
を
適
用
し
て
刑
を
科
す
れ
ば
、

納
得
し
な
い
人
は
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
ま
し
て
や
親
不
孝

の
者
や
兄
弟
と
仲
よ
く
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
憎
悪
し
な
い
人
は
い
ま

せ
ん
。
子
が
敬
ん
で
そ
の
父
の
言
う
事
を
聴
か
な
け
れ
ば
、
大
い
に
そ
の

父
の
心
を
傷
つ
け
ま
す
。
父
の
方
で
も
、
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
そ
の
子
を
病
ま
せ
て
し
ま
い
ま
す
。（
原
注
。
こ
れ
は
父

子
が
互
い
に
傷
つ
け
合
っ
て
い
る
。）
弟
の
方
で
、
天
顕
（
原
注
。
天
が

命
ず
る
明
白
な
順
序
。）
を
失
念
す
れ
ば
、
そ
の
兄
に
恭
順
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
兄
の
方
で
も
、
年
少
者
を
い
た
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
（
原
文
。
鞠
子
哀
。
原
注
。
父
母
が
子
供
を
養
育
す
る
苦
労
。）
を

忘
れ
る
な
ら
ば
、
大
い
に
弟
に
対
し
て
友
愛
の
情
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
原
注
。
こ
れ
は
兄
弟
が
互
い
に
傷
つ
け
合
っ
て
い
る
。）
こ
の
よ
う

な
罪
を
犯
す
者
が
い
れ
ば
、
文
王
が
作
っ
た
刑
罰
を
速
や
か
に
用
い
て
、

そ
の
者
に
刑
を
科
し
て
、
赦ゆ

る

さ
な
い
よ
う
に
。（
原
注
。
懲
戒
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
ゆ
る
し
て
は
い
け
な
い
。）
と
。」

【原
文
】

康
誥
曰
、
凡
民
自
得
罪
、
寇
攘
姦
宄
、
殺
越
人
于
貨
、
暋
不
畏
死
、
罔

弗
（「
弗
」
は
も
と
「
不
」
に
作
る
。『
書
経
』
康
誥
及
び
『
重
刊
祥
刑
要

覧
』
巻
一
に
従
っ
て
改
め
た
。）
憝
（
原
注
。
在
外
為
姦
、
在
内
為
宄
。

暋
、
強
也
。
憝
、
悪
也
。
言
、
人
自
犯
盗
賊
姦
宄
、
殺
人
顛
越
人
取
財
貨

（「
貨
」
は
も
と
「
與
」
に
作
る
。『
書
経
大
全
』
巻
七
に
従
っ
て
改
め

た
。）、
強
狠
亡
命
者
、
人
無
不
憎
悪
。
用
法
加
之
、
人
無
不
服
。）。
矧
惟

不
孝
不
友
。
子
弗

服
厥
父
事
、
大
傷
厥
考
心
。
于
父
不
能
字
厥
子
、

乃
疾
厥
子
（
原
注
。
此
父
子
相
夷
。）。
于
弟
弗
念
天
顕
（
原
注
。
天
命
顕

然
之
序
。）、
乃
弗
克
（
も
と
「
克
」
字
な
し
。『
書
経
』
康
誥
に
従
っ
て

補
っ
た
。）
恭
厥
兄
。
兄
（
も
と
「
兄
」
字
な
し
。『
書
経
』
康
誥
及
び

『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
に
従
っ
て
補
っ
た
。）
亦
不
念
鞠
子
哀
（
原
注
。

父
母
鞠
養
之
労
。）、
大
不
友
于
弟
（
原
注
。
是
兄
弟
相
賊
。）。
乃
其
速
由

文
王
作
罰
、
刑
茲
無
赦
（
原
注
。
懲
戒
不
可
緩
。）。（
以
上
、
第
十
一
丁

表
第
一
行
か
ら
第
七
行
。）

【訓
読
】

康
誥
曰
く
、
凡
そ
民
、
自
ら
罪
を
得
る
は
、
寇
攘
姦
宄
し
、
人
を
貨
に

殺
越
し
、
暋つ

よ

く
死
を
畏
れ
ず
。
憝に

く

ま
ざ
る
罔
し
。（
原
注
。
外
に
在
る
を

姦
と
為
し
、
内
に
在
る
を
宄
と
為
す
。
暋
は
強
な
り
。
憝
は
悪
な
り
。
言

関
法
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う
こ
こ
ろ
は
、
人
自
ら
盗
賊
姦
宄
を
犯
し
、
人
を
殺
し
、
人
を
顛
越
し
、

財
貨
を
取
り
、
強
狠
に
し
て
命
を
亡う

し
なう
者
は
、
人
、
憎
悪
せ
ざ
る
無
し
。

法
を
用
い
て
之
れ
に
加
う
れ
ば
、
人
、
服
せ
ざ
る
無
し
。）
矧ま

し
て
惟こ

れ

不
孝
不
友
な
る
を
や
。
子
、
厥そ

の
父
の
事
に

つ
つ
しみ

服
せ
ざ
れ
ば
、
大
い

に
厥
の
考
の
心
を
傷や

ぶ

る
。
父
に
于お

い

て
厥
の
子
を
字
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
乃

ち
厥
の
子
を
疾や

ま
し
む
。（
原
注
。
此
れ
父
子
、
相
い
夷そ

こ
なう
。）
弟
に
于
て

天
顕
（
原
注
。
天
命
顕
然
の
序
。）
を
念お

も

わ
ざ
れ
ば
、
乃
ち
克よ

く
厥
の
兄

を
恭
せ
ず
。
兄
も
亦
た
鞠
子
の
哀
（
原
注
。
父
母
鞠
養
の
労
。）
を
念
わ

ざ
れ
ば
、
大
い
に
弟
に
友
な
ら
ず
。（
原
注
。
是
れ
兄
弟
、
相
い
賊そ

こ
なう
。）

乃
ち
其
れ
速
や
か
に
文
王
の
作
る
罰
に
由
り
、
茲こ

れ
を
刑
し
て
赦ゆ

る

す
無
か

れ
。（
原
注
。
懲
戒
し
て
緩ゆ

る

く
す
可
か
ら
ず
。）
と
。

【和
訳
】

『
書
経
』
立
政
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
周
公
が
言
う
に
は
、

武
王
の
時
の
裁
判
官
（
原
文
。
司
寇
。）
の
蘇
公
は
、
自
分
が
担
当
す
る

裁
判
を
慎
重
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
周
王
朝
の
命
脈
を
長
く
し

ま
し
た
、
と
。」（
原
注
。「
長
」
は
永
い
の
意
で
あ
る
。
蘇
忿
生
は
司
寇

に
任
じ
ら
れ
て
、
担
当
す
る
裁
判
を
慎
重
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
国
家
の
基
本
を
固
め
、
周
王
朝
の
命
脈
を
長
く
し
た
。
こ
れ

は
、
大
臣
が
国
家
の
た
め
に
、
天
命
の
永
続
を
祈
っ
た
成
果
で
あ
る
。）

【原
文
】

立
政
。
周
公
曰
（『
書
経
』
立
政
は
「
曰
」
字
の
前
に
「
若
」
字
が
あ

り
、「
曰
」
字
の
後
に
「
太
史
」
二
字
が
あ
る
。）、
司
寇
蘇
公
、
式
敬
爾

由
獄
、
以
長
我
王
国
（
原
注
。
長
、
永
也
。
蘇
忿
生
為
司
寇
、
用
能
敬
所

由
之
獄
、
培
植
基
本
、
永
我
国
命
。
此
大
臣
為
国
家
祈
天
永
命
之
実
。）。

（
以
上
、
第
十
一
丁
表
第
七
行
か
ら
第
九
行
。）

【訓
読
】

立
政
。
周
公
曰
く
、
司
寇
の
蘇
公
は
、
式も

っ

て
爾な

ん
ぢの
由
獄
を
敬
み
、
以
て

我
が
王
国
を
長
く
す
。（
原
注
。
長
は
永
な
り
。
蘇
忿
生
、
司
寇
と
為
り
、

用も
っ

て
能
く
由
る
と
こ
ろ
の
獄
を
敬
み
、
基
本
を
培
植
し
、
我
が
国
命
を
永

く
す
。
此
れ
大
臣
、
国
家
の
為
め
に
天
の
永
命
を
祈
る
の
実
な
り
。）
と
。

「
司
寇
蘇
公
」
即
ち
「
蘇
忿
生
」
は
、『
書
経
』
立
政
の
孔
氏
伝
に

「
忿
生
は
武
王
の
司
寇
た
り
。
蘇
国
に
封
ぜ
ら
る
。
能
く
法
を
用
い
る
。」

と
あ
る
。

【和
訳
】

『
書
経
』
呂
刑
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
周
の
穆
王
が
言
う

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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に
は
、
国
土
を
有
す
る
諸
侯
よ
。（
原
注
。
人
民
と
土
地
神
を
祭
る
神
社

と
を
有
す
る
者
。）
あ
な
た
方
に
祥
刑
に
つ
い
て
教
え
ま
し
ょ
う
。（
原
注
。

「
祥
」
と
は
吉
祥
で
あ
る
。
刑
は
凶
器
で
あ
る
の
に
「
祥
」
と
形
容
す
る

の
は
、
刑
は
刑
が
無
く
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
刑
が
無
く
な
る

と
い
う
こ
と
は
人
民
が
中
庸
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
刑
よ
り

も
大
き
な
吉
祥
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。）
原
告
被
告
の
両
訴
訟
当
事
者
及

び
証
人
が
す
べ
て
法
廷
に
出
そ
ろ
い
ま
す
と
（
原
文
。
両
造
具
備
。）、

（
原
注
。「
造
」
と
は
至
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
両
造
具
備
」
と
は
、

両
訴
訟
当
事
者
及
び
証
人
が
全
員
、
法
廷
に
到
着
し
た
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。）
多
数
の
裁
判
官
（
原
文
。
師
。）
が
、
両
当
事
者
及
び
証
人
の
、

五
刑
に
該
当
す
る
事
実
を
述
べ
る
言
葉
（
原
文
。
五
辞
。）
を
聴
き
ま
す
。

（
原
注
。「
師
」
と
は
衆
、
即
ち
多
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
師
聴
五
辞
」

と
は
、
多
く
の
裁
判
官
が
、
当
事
者
ら
の
、
五
刑
に
該
当
す
る
事
実
を
述

べ
る
言
葉
を
聴
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。）
裁
判
官
が
し
て
は
い
け
な

い
こ
と
は
、「
官
」（
原
注
。
訴
訟
当
事
者
の
威
勢
を
畏
れ
る
こ
と
。）
と

「
反
」（
原
注
。
訴
訟
当
事
者
か
ら
自
分
が
受
け
た
恩
に
報
い
、
訴
訟
当
事

者
に
対
す
る
自
分
の
怨
み
を
晴
ら
す
こ
と
。）
と
「
内
」（
原
注
。
婦
人
か

ら
の
願
い
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
。）
と
「
貨
」（
原
注
。
賄
賂
を
受
け
る

こ
と
。）
と
「
来
」（
原
注
。
友
人
か
ら
の
頼
み
事
を
引
き
受
け
る
こ
と
。）

と
で
す
。
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
し
て
、
裁
判
官
が
被
告
人
に
対
す
る

刑
を
正
し
い
刑
よ
り
も
わ
ざ
と
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り
し
た
と
き
は
、

裁
判
官
の
罪
は
、
そ
の
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り
し
た
分
の
刑
と
等
し
い

刑
に
当
た
り
ま
す
。（
原
注
。
裁
判
を
つ
か
さ
ど
る
者
が
こ
の
五
つ
の
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
を
し
て
、
被
告
人
の
罪
を
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り

す
れ
ば
、
そ
の
分
の
重
さ
の
罪
を
科
す
る
。）

弁
舌
が
巧
み
な
人
（
原
文
。
侫
。）
が
正
し
い
裁
判
を
行
う
（
原
文
。

折
獄
。）
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
原
注
。「
侫
」
と
は
口

が
う
ま
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
折
」
は
判
決
を
下
す
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
口
が
う
ま
い
人
が
裁
判
官
に
な
っ
て
も
、
正
し
い
判
決
を
下
す
こ

と
は
で
き
な
い
。）
た
だ
善
良
な
人
だ
け
が
正
し
い
裁
判
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
原
注
。
た
だ
温
良
忠
厚
の
人
だ
け
が
間
違
い
が
な
い
裁
判

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。）
証
人
が
い
な
い
供
述
（
原
文
。
単
辞
。）
は
明

白
か
つ
公
正
（
原
文
。
明
清
。）
に
聴
取
し
て
下
さ
い
。（
原
注
。「
明
」

と
は
、
ほ
ん
の
少
し
も
お
お
い
隠
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
清
」
と
は
、
一
点
の
汚
れ
も
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
単
辞
」
と

は
証
人
が
い
な
い
供
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
聴
取
す
る
こ
と
は
と
り
わ
け
難

し
い
。
故
に
た
だ
聡
明
潔
白
で
少
し
も
私
邪
の
心
が
な
い
人
だ
け
が
、
そ

の
供
述
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。）
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裁
判
を
行
う
時
に
賄
賂
と
し
て
受
け
取
る
財
貨
は
宝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
罪
に
な
る
事
実
（
原
文
。
辜
功
。）
を
集
め
る
（
原
文
。
府
。）
だ
け

で
す
。（
原
注
。「
貨
」
は
財
で
あ
る
。「
府
」
は
聚あ

つ

め
る
の
意
で
あ
る
。

「
辜
功
」
は
罪
状
で
あ
る
。）
数
々
の
禍わ

ざ
わい
（
原
文
。
庶
尤
。）
が
降
り
か

か
り
ま
す
。（
原
注
。「
庶
尤
」
と
は
た
く
さ
ん
の
殃わ

ざ
わい
で
あ
る
。
こ
の
句

の
意
味
は
、
不
正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
と
交
換
し
て
財
貨
を
手
に
入
れ
て

も
、
そ
の
財
貨
は
宝
と
す
る
価
値
は
な
い
。
た
だ
自
分
が
罪
を
犯
し
た
事

実
を
積
み
重
ね
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
天
は
必
ず
た
く
さ
ん
の
殃
い
を
罰
と

し
て
下
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
と
。」

【原
文
】

呂
刑
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
刑
」
字
の
後
に
「
曰
」
字
が
あ

る
。）。
有
邦
有
土
（
原
注
。
有
民
社
者
。）、
告
爾
祥
刑
（
原
注
。
祥
、
吉

祥
也
。
刑
凶
器
、
而
曰
祥
者
、
刑
期
無
刑
、
民
協
于
中
。
吉
莫
大
焉
。）。

両
造
具
備
（
原
注
。
造
、
至
也
。
謂
両
争
者
及
證
左
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』

巻
一
は
「
左
」
を
「
佐
」
に
作
る
。）
皆
至
。）、
師
聴
五
辞
（
原
注
。
師
、

衆
也
。
謂
衆
聴
其
入
五
刑
之
辞
。）。
惟
官
（
原
注
。
畏
其
威
勢
。）、
惟
反

（
原
注
。
報
己
徳
怨
。）、
惟
内
（
原
注
。
受
女
謁
。）、
惟
貨
（
原
注
。
受

賄
賂
。）、
惟
来
（
原
注
。
受
干
請
。）。
其
罪
惟
均
（
原
注
。
典
獄
有
此
五

者
、
而
出
入
人
罪
、
則
以
人
所
犯
坐
之
。）。
非
侫
折
獄
（
原
注
。
侫
、
口

才
。
折
、
断
也
。（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
也
」
字
の
後
に
「
言
」

字
が
あ
る
。）
非
口
才
可
以
断
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
断
」
を

「
折
」
に
作
る
。）
獄
。）、
惟
良
折
獄
（
原
注
。
惟
温
良
忠
厚
之
人
、
能
断

獄
無
差
。）。
明
清
于
単
辞
（
原
注
。
明
者
、
無
一
毫
之
蔽
。
清
者
、
無
一

點
之
汚
。
単
辞
、
無
證
左
（『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
一
は
「
左
」
を
「
佐
」

に
作
る
。）
之
辞
。
聴
之
尤
難
。
故
惟
明
清
無
少
私
曲
者
、
能
察
其
情
。）。

獄
貨
非
宝
、
惟
府
辜
功
（
原
注
。
貨
、
財
也
。
府
、
聚
也
。
辜
功
者
、
罪

状
也
。）。
報
以
庶
尤
（
原
注
。
庶
尤
、
百
殃
也
。
言
売
獄
得
財
、
不
足
為

宝
。
惟
積
己
之
罪
状
、
天
必
報
之
以
百
殃
。）。（
以
上
、
第
十
一
丁
表
第

九
行
か
ら
第
十
一
丁
裏
第
六
行
。）

【訓
読
】

呂
刑
。
邦
有
り
土
有
り
。（
原
注
。
民
社
有
る
者
。）
爾な

ん
ぢに
祥
刑
を
告
げ

ん
。（
原
注
。
祥
は
吉
祥
な
り
。
刑
は
凶
器
な
る
も
祥
と
曰
う
は
、
刑
は

刑
無
き
を
期
し
、
民
、
中
に
協か

な

う
。
吉
な
る
こ
と
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
莫

し
。）
両
造
具
備
す
。（
原
注
。
造
は
至
る
な
り
。
両
争
者
及
び
証
左
、
皆

至
る
を
謂
う
。）
師
、
五
辞
を
聴
く
。（
原
注
。
師
は
衆
な
り
。
其
の
五
刑

に
入
る
の
辞
を
衆
聴
す
る
を
謂
う
。）
惟こ

れ
官
。（
原
注
。
其
の
威
勢
を
畏

る
。）
惟
れ
反
。（
原
注
。
己
の
徳
怨
を
報
ず
。）
惟
れ
内
。（
原
注
。
女
謁

を
受
く
。）
惟
れ
貨
。（
原
注
。
賄
賂
を
受
く
。）
惟
れ
来
。（
原
注
。
干
請
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を
受
く
。）
其
の
罪
、
惟こ

れ
均
し
。（
原
注
。
獄
を
典

つ
か
さ
どり
、
此
の
五
者
有
り

て
人
の
罪
を
出
入
す
れ
ば
、
則
ち
人
の
犯
す
と
こ
ろ
を
以
て
之
れ
を
坐

す
。）
侫
、
獄
を
折
す
る
に
非
ず
。（
原
注
。
侫
は
口
才
な
り
。
折
は
断
な

り
。
口
才
、
以
て
獄
を
断
ず
可
き
に
非
ず
。）
惟
だ
良
の
み
獄
を
折
す
。

（
原
注
。
惟
だ
温
良
忠
厚
の
人
の
み
能
く
獄
を
断
じ
て
差た

が

い
無
し
。）
単
辞

に
明
清
に
せ
よ
。（
原
注
。
明
と
は
一
毫
の
蔽
無
し
。
清
と
は
一
点
の
汚

無
し
。
単
辞
は
証
左
無
き
の
辞
。
之
れ
を
聴
く
こ
と
尤
も
難
し
。
故
に
惟

だ
明
清
に
し
て
少
し
も
私
曲
無
き
者
の
み
能
く
其
の
情
を
察
す
。）
獄
貨

は
宝
に
非
ず
。
惟
だ
辜
功
を
府あ

つ

む
る
の
み
。（
原
注
。
貨
は
財
な
り
。
府

は
聚あ

つ

む
る
な
り
。
辜
功
と
は
罪
状
な
り
。）
報
ゆ
る
に
庶
尤
を
以
て
す
。

（
原
注
。
庶
尤
は
百
殃
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
獄
を
売
り
て
財
を
得
る

は
、
宝
と
為
す
に
足
ら
ず
。
惟
だ
己
の
罪
状
を
積
む
の
み
。
天
、
必
ず
之

れ
に
報
ゆ
る
に
百
殃
を
以
て
す
。）

最
後
の
「
天
必
報
之
以
百
殃
。」
と
い
う
注
釈
文
は
、『
書
経
大
全
』
の

文
で
は
な
く
、
明
の
徐
善
述
（
永
楽
十
七
年
（
一
四
一
九
）
歿
）
撰
『
書

経
直
指
』
巻
六
の
文
と
一
致
す
る
。『
書
経
直
指
』
は
『
四
庫
全
書
存
目

叢
書
』
所
収
本
を
見
た
。

第
七
節

『易
経
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
一
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
十
二
丁
裏
第
三
行
ま
で
を

第
七
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
易
経
』
の
本
文
及
び
そ
の
注
釈
文
の

抜
書
き
で
あ
る
。
注
釈
文
は
『
周
易
大
全
』
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
が
、
異
な
る
箇
所
も
あ
る
。『
周
易
大
全
』
は
、
永
楽
十
三
年
（
一
四

一
五
）
に
成
っ
た
『
五
経
四
書
大
全
』
の
一
つ
で
あ
る
。『
景
印
四
庫
全

書
』
所
収
本
を
見
た
。

【和
訳
】

『
易
経
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
雷
電
が
噬
嗑
（
原
注
。

卦
の
名
。）
の
卦
を
象
徴
す
る
。
古
の
聖
王
は
雷
電
に
な
ら
っ
て
刑
罰
を

明
ら
か
に
し
法
律
を
整
え
る
。」（
原
注
。
古
の
聖
王
は
雷
電
の
現
象
を
観

て
、
そ
の
明
る
さ
と
威
力
と
に
則
っ
て
、
刑
罰
を
明
示
し
、
号
令
を
整
え

る
。）「

山
の
下
に
火
が
あ
る
の
が
賁
（
原
注
。
卦
の
名
。）
の
卦
の
象
徴
で

あ
る
。
為
政
者
は
そ
れ
を
見
て
、
こ
ま
ご
ま
し
た
政
事
を
行
う
が
、
敢
て

裁
判
を
行
う
こ
と
は
し
な
い
。」（
原
注
。「
敢
」
は
果
敢
の
意
で
あ
る
。

山
の
下
に
火
が
あ
る
と
、
明
る
さ
が
遠
く
に
及
ば
な
い
。
こ
ま
ご
ま
し
た
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政
事
は
小
事
で
あ
る
か
ら
、
狭
い
範
囲
の
明
る
さ
に
頼
っ
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
裁
判
は
大
事
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
狭
い
範
囲
の
明
る
さ
に

頼
っ
て
行
う
こ
と
は
し
な
い
。）

「
雷
雨
が
お
こ
る
の
が
解
（
原
注
。
卦
の
名
。）
の
卦
の
象
徴
で
あ
る
。

為
政
者
は
そ
れ
を
見
て
、
過
ち
を
赦ゆ

る

し
、
罪
を
宥ゆ

る

す
。」（
原
注
。「
赦
」

は
釈
の
意
で
あ
る
。「
宥
」
は
寛
の
意
で
あ
る
。
為
政
者
が
、
雷
雨
が
お

こ
る
と
い
う
、
解
の
卦
の
象
徴
を
観
て
、
雷
雨
が
植
物
を
発
育
さ
せ
る
こ

と
に
則
る
な
ら
ば
、
人
民
に
仁
恩
を
施
し
、
雷
雨
が
物
事
を
解
散
さ
せ
る

こ
と
に
則
る
な
ら
ば
、
罪
人
に
寛
宥
を
行
う
。）

「
雷
鳴
と
電
光
と
が
両
方
と
も
発
す
る
の
が
豊
（
原
注
。
卦
の
名
。）

の
卦
の
象
徴
で
あ
る
。
為
政
者
は
雷
電
に
な
ら
っ
て
裁
判
を
行
い
、
罪
人

を
刑
に
処
す
る
。」（
原
注
。
裁
判
を
行
う
者
は
必
ず
犯
罪
事
実
を
明
ら
か

に
し
、
刑
を
行
う
者
は
邪
悪
な
者
に
対
し
て
威
力
を
用
い
る
。
故
に
為
政

者
は
、
雷
が
鳴
り
稲
妻
が
光
る
と
い
う
現
象
を
観
て
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て

裁
判
を
行
い
、
罪
人
を
刑
に
処
す
る
。）

「
山
の
上
に
火
が
あ
る
の
が
旅
（
原
注
。
卦
の
名
。）
の
卦
の
象
徴
で

あ
る
。
為
政
者
は
そ
の
現
象
に
な
ら
っ
て
、
事
実
を
明
白
に
し
て
、
慎
重

に
刑
を
罪
人
に
科
す
る
。
し
か
も
裁
判
を
長
引
か
せ
な
い
。」（
原
注
。
火

が
山
の
上
に
あ
る
と
、
そ
の
明
る
さ
が
照
ら
さ
な
い
も
の
は
な
い
。
故
に

為
政
者
は
、
山
の
上
の
火
が
明
る
く
照
ら
す
現
象
を
観
れ
ば
、
そ
れ
に
な

ら
っ
て
事
実
を
明
白
に
し
て
、
慎
重
に
刑
を
罪
人
に
科
す
る
。
け
れ
ど
も
、

未
決
囚
を
入
れ
る
牢
獄
は
、
や
む
を
得
ず
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

有
罪
と
疑
わ
れ
た
民
が
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
裁
判
を
長
引

か
せ
て
民
を
牢
獄
に
入
れ
っ
ぱ
な
し
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。）

「
沢
の
上
を
風
が
吹
い
て
い
る
の
が
中
孚
（
原
注
。
卦
の
名
。）
の
卦

の
象
徴
で
あ
る
。
為
政
者
は
そ
れ
を
見
て
、
裁
判
の
判
決
を
審
査
し
て
、

死
刑
を
軽
く
す
る
。」（
原
注
。
為
政
者
が
裁
判
の
判
決
を
審
査
す
る
時
は

そ
の
真
心
を
尽
く
す
。
死
刑
を
決
定
す
る
時
は
あ
わ
れ
み
の
気
持
ち
を
極

め
る
。
故
に
誠
意
を
持
っ
て
常
に
結
論
を
死
刑
を
軽
減
す
る
こ
と
の
中
に

求
め
る
。
旅
の
卦
で
「
裁
判
を
長
引
か
せ
な
い
。」
と
言
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
軽
罪
の
裁
判
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

訟
の
卦
の
爻
辞
及
び
象
伝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
九
五
の
爻
は
裁

判
官
が
訴
訟
を
治
め
て
大
吉
（
原
文
。
元
吉
。）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。」（
原
注
。
公
平
で
正
し
い
心
を
持
っ
て
高
い
地
位
に
い
る
の
は
裁
判

官
で
あ
る
。
公
平
に
正
し
く
訴
訟
を
治
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
元
吉

な
の
で
あ
る
。
元
吉
と
は
、
大
吉
で
あ
っ
て
、
し
か
も
善
を
尽
く
す
こ
と

で
あ
る
。
吉
が
大
き
い
け
れ
ど
も
善
を
尽
く
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。）

「
象
伝
が
述
べ
る
に
は
、
裁
判
官
が
訴
訟
を
治
め
て
大
吉
で
あ
る
の
は
、
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公
平
で
正
し
い
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。」（
原
注
。
公
平
で

正
し
い
心
は
何
に
用
い
て
も
大
吉
を
も
た
ら
す
。
朱
子
の
『
周
易
本
義
』

は
「
公
平
な
心
を
持
っ
て
い
れ
ば
偏
り
な
く
訴
え
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

正
し
い
心
を
持
っ
て
い
れ
ば
理
に
か
な
っ
た
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
呂
東
萊
は
「
訴
訟
の
数
が
大
変
多
く
、
一
人
の

裁
判
官
が
一
度
に
百
も
千
も
抱
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
裁
判
官
が
最
善
を
尽

く
し
て
全
て
大
吉
で
あ
ろ
う
と
欲
し
て
も
、
も
し
一
件
一
件
の
裁
判
で
、

一
つ
一
つ
の
道
理
を
求
め
て
判
決
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、
心
労
に
耐
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
裁
判
官
は
、
裁

判
で
最
善
を
尽
く
し
て
全
て
の
裁
判
が
大
吉
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
原
因

が
、
一
つ
の
公
平
で
正
し
い
心
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
全
く
わ
か
っ
て
い

な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。）

【原
文
】

易
。
雷
電
噬
嗑
（
原
注
。
卦
名
。）。
先
王
以
明
罰
勑
法
（
原
注
。
先
王

観
雷
電
之
象
、
法
其
明
威
、
以
明
其
刑
罰
、
飭
其
號
令
。）。

山
下
有
火
、
賁
（
原
注
。
卦
名
。）。
君
子
以
明
庶
政
、
無
敢
折
獄
（
原

注
。
敢
、
果
敢
也
。
山
下
有
火
、
明
不
及
遠
。
庶
政
、
事
之
小
者
。
故
用

以
明
。
刑
獄
、
事
之
大
者
。
故
不
敢
用
之
以
断
。）。

雷
雨
作
、
解
（
原
注
。
卦
名
。）。
君
子
以
赦
過
宥
罪
（
原
注
。
赦
、
釈

也
。
宥
、
寛
也
。
君
子
観
雷
雨
作
解
之
象
、
体
其
発
育
、
則
施
仁
恩
。
体

其
解
散
、
則
行
寛
宥
。）。

雷
電
皆
至
、
豊
（
原
注
。
卦
名
。）。
君
子
以
折
獄
致
刑
（
原
注
。
折
獄

者
、
必
照
其
情
実
。
致
刑
者
、
用
威
於
奸
悪
。
故
観
明
動
之
象
、
而
折
獄

致
刑
。）。

山
上
有
火
、
旅
（
原
注
。
卦
名
。）。
君
子
以
明
慎
用
刑
、
而
不
留
獄

（
原
注
。
火
之
在
山
、
明
無
不
照
。
故
観
明
照
之
象
、
則
以
明
慎
用
刑
。

然
獄
者
不
得
已
而
設
、
民
有
罪
而
入
。
豈
可
留
滞
淹
久
。）。

澤
上
有
風
、
中
孚
（
原
注
。
卦
名
。）。
君
子
以
議
獄
緩
死
（
原
注
。
君

子
於
議
獄
盡
其
忠
、
於
決
死
極
其
惻
。
故
誠
意
常
求
於
寛
緩
之
中
。
若
旅

卦
言
不
留
獄
者
、
乃
言
軽
罪
也
。）。（
以
上
、
第
十
一
丁
裏
第
七
行
か
ら

第
十
二
丁
表
第
八
行
。）

訟
。
九
五
、
訟
元
吉
（
原
注
。
以
中
正
居
尊
位
、
治
訟
者
也
。
治
訟
得

其
中
正
、
所
以
元
吉
也
。
元
吉
、
大
吉
而
盡
善
也
。
吉
大
而
不
盡
善
者
有

矣
。）。

象
曰
、
訟
元
吉
、
以
中
正
也
（
原
注
。
中
正
之
道
、
何
施
而
不
元
吉
。

朱
子
本
義
曰
、
中
則
聴
不
偏
、
正
則
断
合
理
。
東
萊
呂
氏
曰
、
訴
訟
之
繁

多
、
至
千
百
。
聴
訟
者
、
欲
其
盡
善
而
咸
吉
、
苟
件
件
尋
一
道
理
、
以
応

之
、
則
亦
不
勝
其
労
矣
。
殊
不
知
、
聴
訟
所
以
能
盡
善
而
咸
吉
者
、
一
箇
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中
正
而
已
。）。（
以
上
、
第
十
二
丁
裏
第
三
行
ま
で
。）

【訓
読
】

易
。
雷
電
は
噬
嗑
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
先
王
以
て
罰
を
明
ら

か
に
し
法
を
勅と

と
のう
。（
原
注
。
先
王
は
雷
電
の
象
を
観
て
、
其
の
明
威
に

法の
っ
とり
、
以
て
其
の
刑
罰
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
号
令
を
飭と

と
のう
。）

山
の
下
に
火
有
る
は
賁
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
君
子
以
て
庶
政

を
明
ら
か
に
し
、
敢
て
獄
を
折
す
る
無
し
。（
原
注
。
敢
は
果
敢
な
り
。

山
の
下
に
火
有
れ
ば
、
明
、
遠
き
に
及
ば
ず
。
庶
政
は
事
の
小
な
る
者
。

故
に
用
い
以
て
明
ら
か
に
す
。
刑
獄
は
事
の
大
な
る
者
。
故
に
敢
て
之
れ

を
用
い
以
て
断
ぜ
ず
。）

雷
雨
作お

こ

る
は
解
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
君
子
以
て
過
ち
を
赦ゆ

る

し

罪
を
宥ゆ

る

す
。（
原
注
。
赦
は
釈
な
り
。
宥
は
寛
な
り
。
君
子
は
、
雷
雨
作お

こ

る
は
解
の
象
を
観
て
、
其
の
発
育
を
体
す
れ
ば
則
ち
仁
恩
を
施
し
、
其
の

解
散
を
体
す
れ
ば
則
ち
寛
宥
を
行
う
。）

雷
電
皆
至
る
は
豊
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
君
子
以
て
獄
を
折さ

だ

め

刑
を
致い

た

す
。（
原
注
。
獄
を
折
む
る
者
は
必
ず
其
の
情
実
を
照
ら
す
。
刑

を
致
す
者
は
威
を
奸
悪
に
用
い
る
。
故
に
明
動
の
象
を
観
て
、
獄
を
折
め

刑
を
致
す
。）

山
の
上
に
火
有
る
は
旅
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
君
子
以
て
明
ら

か
に
刑
を
用
い
る
を
慎
ん
で
、
し
か
も
獄
を
留
め
ず
。（
原
注
。
火
の
、

山
に
在
る
と
き
は
、
明
、
照
ら
さ
ざ
る
無
し
。
故
に
明
照
の
象
を
観
れ
ば
、

則
ち
以
て
明
ら
か
に
刑
を
用
い
る
を
慎
む
。
然
れ
ど
も
獄
は
已
む
を
得
ず

し
て
設
く
。
民
、
罪
有
り
て
入
る
。
豈
に
留
滞
淹
久
す
可
け
ん
や
。）

沢
の
上
に
風
有
る
は
中
孚
（
原
注
。
卦
の
名
。）
な
り
。
君
子
以
て
獄

を
議は

か

り
死
を
緩ゆ

る

く
す
。（
原
注
。
君
子
は
獄
を
議
す
る
に
於
い
て
其
の
忠

を
尽
く
し
、
死
を
決
す
る
に
於
い
て
其
の
惻
を
極
む
。
故
に
誠
意
も
て
常

に
寛
緩
の
中
に
求
む
。
旅
卦
の
、
獄
を
留
め
ず
と
言
う
が
若
き
は
、
乃
ち

軽
罪
を
言
う
な
り
。）

訟
。
九
五
。
訟
え
元
吉
な
り
。（
原
注
。
中
正
を
以
て
尊
位
に
居
る
は
、

訟
を
治
む
る
者
な
り
。
訟
を
治
む
る
こ
と
其
の
中
正
を
得
。
元
吉
な
る
所

以
な
り
。
元
吉
は
大
吉
に
し
て
善
を
尽
く
す
な
り
。
吉
、
大
に
し
て
善
を

尽
く
さ
ざ
る
者
有
り
。）

象
に
曰
く
、
訟
え
元
吉
な
る
は
、
中
正
な
る
を
以
て
な
り
。（
原
注
。

中
正
の
道
は
何
に
施
し
て
元
吉
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
朱
子
の
本
義
に
曰
く
、

中
な
れ
ば
則
ち
聴
く
こ
と
偏
ら
ず
、
正
な
れ
ば
則
ち
断
、
理
に
合か

な

う
、
と
。

東
萊
呂
氏
曰
く
、
訴
訟
の
繁
多
な
る
こ
と
千
百
に
至
る
。
訟
を
聴
く
者
、

其
の
、
善
を
尽
く
し
て
咸み

な
吉
な
る
を
欲
す
る
も
、
苟い

や
しく
も
件
件
、
一
道

理
を
尋
ね
以
て
之
れ
に
応
ず
れ
ば
、
則
ち
亦
た
其
の
労
に
勝た

え
ず
。
殊
に

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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知
ら
ず
、
訟
を
聴
き
て
、
能
く
善
を
尽
く
し
て
咸
な
吉
な
る
所
以
は
、
一

箇
の
中
正
の
み
な
る
を
。
と
。）

最
後
の
二
段
、「
訟
九
五
訟
元
吉
」
か
ら
「
一
箇
中
正
而
已
」
ま
で

（
岩
村
藩
刊
本
の
第
十
二
丁
表
第
九
行
か
ら
同
丁
裏
第
三
行
）
は
『
重
刊

祥
刑
要
覧
』
に
は
無
い
。
最
後
の
一
段
の
「
東
萊
呂
氏
曰
」
に
続
く
文
は
、

呂
祖
謙
（
一
一
三
七
～
一
一
八
一
）
撰
『
東
萊
別
集
』
巻
十
二
、
読
書
雑

記
一
、
読
易
紀
聞
の
文
で
あ
る
。『
東
萊
別
集
』
は
『
景
印
四
庫
全
書
』

所
収
本
を
見
た
。

第
八
節

『周
礼
』『
春
秋
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
二
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
十
三
丁
裏
第
八
行
ま
で
を

第
八
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
周
礼
』
及
び
『
春
秋
』
の
本
文
及
び

そ
の
注
釈
文
の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

『
周
礼
』
秋
官
、
小
司
寇
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
裁
判
官

は
、
訴
訟
当
事
者
及
び
証
人
の
五
つ
の
様
子
を
観
察
し
な
が
ら
、
そ
の
発

言
を
聴
き
、
真
実
を
求
め
る
。
一
つ
め
は
話
し
方
で
あ
る
。（
原
注
。
そ

の
話
し
方
を
観
察
す
る
。
正
直
で
な
い
者
は
、
く
ど
く
ど
し
く
話
す
。）

二
つ
め
は
顔
色
で
あ
る
。（
原
注
。
そ
の
顔
色
を
観
察
す
る
。
正
直
で
な

い
者
は
、
顔
色
が
赤
い
。）
三
つ
め
は
呼
吸
の
仕
方
で
あ
る
。（
原
注
。
そ

の
呼
吸
の
仕
方
を
観
察
す
る
。
正
直
で
な
い
者
は
、
あ
え
い
で
い
る
。）

四
つ
め
は
聴
き
方
で
あ
る
。（
原
注
。
そ
の
聴
き
方
を
観
察
す
る
。
正
直

で
な
い
者
は
、
聴
き
間
違
え
る
。）
五
つ
め
は
目
の
様
子
で
あ
る
。（
原
注
。

そ
の
ひ
と
み
を
観
察
す
る
。
正
直
で
な
い
者
は
、
ひ
と
み
が
ぼ
ん
や
り
し

て
い
る
。）」

【原
文
】

周
礼
、
小
司
寇
。
以
五
声
聴
獄
訟
、
求
民
情
。
一
曰
辞
聴
（
原
注
。
観

其
出
言
。
不
直
則
煩
。）。
二
曰
色
聴
（
原
注
。
観
其
面
顔
。
不
直
則
赧
。）。

三
曰
気
聴
（
原
注
。
観
其
鼻
息
。
不
直
則
喘
。）。
四
曰
耳
聴
（
原
注
。
観

其
聆
聴
。
不
直
則
惑
。）。
五
曰
目
聴
（
原
注
。
観
其
眸
子
。
不
直
則
眊
。）。

（
以
上
、
第
十
二
丁
裏
第
四
行
か
ら
第
六
行
。）

【訓
読
】

周
礼
の
小
司
寇
。
五
声
を
以
て
獄
訟
を
聴
き
、
民
情
を
求
む
。
一
に
辞

聴
と
曰
う
。（
原
注
。
其
の
、
言
を
出
だ
す
を
観
る
。
直
か
ら
ざ
れ
ば
則

ち
煩
た
り
。）
二
に
色
聴
と
曰
う
。（
原
注
。
其
の
面
顔
を
観
る
。
直
か
ら

ざ
れ
ば
則
ち
赧あ

か

し
。）
三
に
気
聴
と
曰
う
。（
原
注
。
其
の
鼻
息
を
観
る
。
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直
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
喘あ

え

ぐ
。）
四
に
耳
聴
と
曰
う
。（
原
注
。
其
の
聆
聴
を

観
る
。
直
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
惑
う
。）
五
に
目
聴
と
曰
う
。（
原
注
。
其
の

眸
子
を
観
る
。
直
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
眊く

ら

し
。）

こ
の
部
分
の
注
釈
文
は
、
鄭
玄
の
注
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、

異
な
る
箇
所
も
あ
る
。

【和
訳
】

『
周
礼
』
秋
官
、
司
刺
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
赦
宥
の
法

を
掌
る
。
寛
宥
の
一
つ
め
の
理
由
は
、
勘
違
い
し
た
こ
と
（
原
文
。
不

識
。）
で
あ
り
、
二
つ
め
の
理
由
は
、
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
（
原
文
。

過
失
。）
で
あ
り
、
三
つ
め
の
理
由
は
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
こ
と

（
原
文
。
遺
忘
。）
で
あ
る
。（
原
注
。「
忘
」
の
音
は
妄
で
あ
る
。
鄭
玄
の

注
に
言
う
。
鄭
司
農
（
鄭
衆
。
字
は
仲
師
。）
は
、「
不
識
」
と
は
、
愚
か

な
民
が
法
に
触
れ
る
と
は
知
ら
ず
に
犯
し
た
罪
は
ゆ
る
す
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
と
述
べ
る
。「
識
」
と
は
審つ

ま
びら
か
の
意
で
あ
る
。
審
ら
か
で
な
い

と
は
、
敵
討
ち
を
す
る
人
が
甲
を
相
手
に
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
乙
を
見

て
甲
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
乙
を
殺
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。「
過
失
」

と
は
、
刃
物
を
持
ち
上
げ
て
木
な
ど
を
切
ろ
う
と
し
て
、
手
元
が
狂
っ
て

人
に
当
た
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
鄭
司
農
は
、
今
の
律
（
漢
律
を
指

す
。）
に
、
過
失
で
人
を
殺
し
た
者
は
死
刑
に
は
し
な
い
、
と
定
め
ら
れ

て
い
る
「
過
失
」
と
同
じ
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。「
遺
忘
」
と
は
、
幕
や

す
だ
れ
の
後
ろ
に
人
が
い
る
の
を
忘
れ
て
、
そ
の
幕
や
す
だ
れ
に
向
っ
て

槍
を
投
げ
た
り
矢
を
射
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
と
。）

赦
罪
の
一
つ
め
の
理
由
は
、
幼
弱
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
の
理

由
は
、
老
衰
し
て
い
る
こ
と
（
原
文
。
老
耄
。）
で
あ
り
、
三
つ
め
の
理

由
は
、
精
神
薄
弱
で
あ
る
こ
と
（
原
文
。
憃
愚
。）
で
あ
る
。（
原
注
。
鄭

玄
の
注
に
言
う
。「
憃
愚
」
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
暗
愚
痴
鈍
で

あ
る
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
鄭
司
農
は
、「
幼
弱
老
耄
」
と
は
、
今
の

律
（
漢
律
を
指
す
。）
に
、
年
齢
が
八
歳
に
満
た
な
い
者
、
及
び
八
十
歳

以
上
の
者
は
、
自
ら
手
を
下
し
て
人
を
殺
す
の
で
な
け
れ
ば
、
他
に
ど
の

よ
う
な
罪
を
犯
し
て
も
刑
を
科
さ
な
い
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
当

た
る
、
と
述
べ
る
。
と
。）

【原
文
】

周
官
（『
春
秋
大
全
』
巻
九
は
「
周
官
」
の
後
に
「
司
刺
」
の
二
字
が

あ
る
。）。
掌
赦
宥
之
法
。
壹
宥
曰
不
識
。
再
宥
曰
過
失
。
三
宥
曰
遺
忘

（
原
注
。
音
妄
。
鄭
氏
曰
、
不
識
、
謂
愚
民
無
所
識
、
則
宥
之
。
識
、
審

也
。
不
審
、
若
今
仇
讎
当
報
甲
、
見
乙
、
誠
以
為
甲
、
而
殺
之
者
。
過
失
、

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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若
挙
刃
欲
斫
伐
、
而
軼
中
人
者
。
今
律
、
過
失
殺
人
、
不
坐
死
。
遺
忘
、

若
間
帷
薄
、
忘
有
在
（「
在
」
は
も
と
「
失
」
に
作
る
。『
春
秋
大
全
』
巻

九
及
び
『
周
礼
』
鄭
玄
注
に
従
っ
て
改
め
た
。）
焉
、
而
以
兵
矢
投
射

之
。）。
壹
赦
曰
幼
弱
。
再
赦
曰
老
耄
。
三
赦
曰
憃
（
原
注
。
勑
江
反
。）

愚
（
原
注
。
鄭
氏
曰
、
憃
愚
、
生
而
癡
騃
童
昏
者
。
幼
弱
老
耄
、
若
今
律

年
未
満
八
歳
、
八
十
以
上
、
非
手
殺
人
、
他
皆
不
坐
。）。（
以
上
、
第
十

二
丁
裏
第
六
行
か
ら
第
十
三
丁
表
第
一
行
。）

【訓
読
】

周
官
。
赦
宥
の
法
を
掌
る
。
壹
宥
を
不
識
と
曰
い
、
再
宥
を
過
失
と
曰

い
、
三
宥
を
遺
忘
と
曰
う
。（
原
注
。
音
は
妄
。
鄭
氏
曰
く
、
不
識
と
は
、

愚
民
、
識
る
と
こ
ろ
無
け
れ
ば
則
ち
之
れ
を
宥ゆ

る

す
を
謂
う
。
識
は
審
な
り
。

不
審
と
は
、
今
の
仇
讎
、
当
に
甲
に
報
ゆ
べ
き
に
、
乙
を
見
て
誠
に
以
て

甲
と
為
し
て
、
之
れ
を
殺
す
者
の
若
し
。
過
失
と
は
、
刃
を
挙
げ
、
斫
伐

せ
ん
と
欲
し
て
、
軼
し
て
人
に
中あ

た

る
者
の
若
し
。
今
の
律
は
、
過
失
に
て

人
を
殺
す
は
死
に
坐
せ
ず
。
遺
忘
と
は
、
帷
薄
を
間へ

だ

て
、
こ
こ
に
在
る
有

る
を
忘
れ
て
、
兵
矢
を
以
て
之
れ
に
投
射
す
る
が
若
し
。
と
。）

壹
赦
を
幼
弱
と
曰
い
、
再
赦
を
老
耄
と
曰
い
、
三
赦
を
憃
（
原
注
。
勑

江
の
反か

え
し。）
愚
と
曰
う
。（
原
注
。
鄭
氏
曰
く
、
憃
愚
と
は
、
生
ま
れ
な
が

ら
に
し
て
癡
騃
童
昏
な
る
者
な
り
。
幼
弱
老
耄
と
は
、
今
の
律
は
、
年
、

未
だ
八
歳
に
満
た
ず
、
八
十
以
上
は
、
手
ず
か
ら
人
を
殺
す
に
非
ざ
れ
ば
、

他
は
皆
、
坐
せ
ざ
る
が
若
し
。
と
。）

右
の
部
分
は
『
春
秋
大
全
』
巻
九
の
文
の
丸
写
し
で
あ
る
。『
春
秋
大

全
』
は
、
永
楽
十
三
年
（
一
四
一
五
）
に
成
っ
た
『
五
経
四
書
大
全
』
の

一
つ
で
あ
る
。『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。
な
お
、
こ
の
部
分

は
『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
は
無
い
。

【和
訳
】

『
春
秋
』
の
荘
公
二
十
二
年
（
前
六
七
二
）
条
に
「
春
、
王
の
正
月
、

大
き
な
罪
過
を
す
べ
て
ゆ
る
し
た
（
原
文
。
肆
大
眚
。）。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。

程
子
（
程
頤
を
指
す
。）
は
「
大
き
な
罪
過
を
す
べ
て
ゆ
る
す
こ
と
が

失
政
で
あ
る
の
は
、
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
恩
赦
が
善

人
に
及
び
得
た
こ
と
が
今
ま
で
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
諸
葛
亮
が
蜀
で

十
年
間
、
恩
赦
を
行
わ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。

胡
氏
（
胡
安
国
を
指
す
。）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
大
き
な
罪

過
を
す
べ
て
ゆ
る
す
な
ら
ば
、
天
罰
を
妨
害
し
、
国
法
を
破
壊
す
る
こ
と
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に
な
る
。
罪
が
有
る
者
を
釈
放
し
、
罪
の
無
い
人
を
苦
し
め
、
悪
人
が
幸

運
に
も
刑
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。」（
原
注
。
胡
茅
堂
（
胡
安
国
の
子
、

胡
寧
を
指
す
。）
は
「
罪
が
五
刑
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
天
が
罸

を
下
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
き
な
罪
過
を
す
べ
て
ゆ
る
し
た
の
を

『
春
秋
』
が
非
難
し
た
の
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
孫
氏
（
孫
復
を
指

す
。）
は
「
大
き
な
罪
過
を
ゆ
る
す
の
は
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
法
を

乱
す
異
常
な
こ
と
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
呉
臨
川
（
呉
澄
を
指

す
。）
は
「
罪
過
は
も
と
よ
り
赦
す
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
大
き
な

罪
過
を
ゆ
る
す
と
は
言
わ
な
い
。
聖
人
は
大
変
思
い
や
り
が
深
い
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
人
の
罪
を
赦
す
と
き
は
必
ず
、
罪
の
軽
重
を
量
っ
て
判
断

す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
概
に
赦
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
春
秋
』
に
、

大
き
な
罪
過
を
す
べ
て
ゆ
る
し
た
、
と
書
い
て
あ
る
か
ら
に
は
、
罪
が
大

き
く
て
赦
す
べ
き
で
な
い
者
も
赦
し
た
の
で
あ
る
。『
春
秋
』
は
、
荘
公

が
姦
人
に
恵
み
を
与
え
、
罪
人
を
罰
し
な
か
っ
た
の
を
非
難
す
る
の
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。）

胡
氏
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
後
世
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
政

治
を
行
っ
て
、
し
ば
し
ば
恩
赦
を
発
令
し
て
、
悪
人
に
恵
み
を
施
し
良
民

に
害
を
与
え
て
、
恩
赦
の
弊
害
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
の
は
、
思
う

に
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
諸
葛
孔
明
は
、
世
を
治
め
る

に
は
大
徳
を
用
い
て
小
恵
は
用
い
な
い
、
と
言
っ
て
、
彼
が
蜀
で
政
治
を

行
っ
た
時
に
は
、
軍
事
行
動
は
し
ば
し
ば
起
こ
し
た
け
れ
ど
も
、
恩
赦
は

み
だ
り
に
下
さ
な
か
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
七
十
五
が
引
く
陳
寿
の
評

に
「
諸
葛
亮
為
政
、
軍
旅
数
興
、
而
赦
不
妄
下
。」
と
あ
る
。）。」（
原
注
。

汪
氏
（
汪
克
寛
を
指
す
。）
が
言
う
。「『
資
治
通
鑑
』（
巻
七
十
五
）
に
、

諸
葛
亮
が
丞
相
で
あ
っ
た
時
、
あ
る
人
が
亮
に
、
あ
な
た
は
恩
赦
を
出
し

惜
し
み
し
て
い
る
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
亮
は
、
世
を
治
め
る
に
は
大
徳

を
用
い
て
小
恵
は
用
い
な
い
、
と
答
え
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
亮
が
歿

し
た
後
、
延
熙
九
年
（
二
四
六
）
に
大
赦
が
発
令
さ
れ
た
。
大
司
農
の
孟

光
が
大
将
軍
の
費

を
責
め
て
、
恩
赦
と
い
う
も
の
は
、
片
側
が
繁
り
片

側
が
枯
れ
た
木
の
よ
う
に
不
公
平
な
も
の
で
あ
り
、
明
君
の
治
世
に
存
在

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
言
っ
た
（『
三
国
志
』
巻
四
十
二
、
蜀
書
、

孟
光
伝
）。」）

胡
氏
は
続
け
て
述
べ
る
。「
蜀
の
人
は
、
周
の
人
が
召
公
を
思
い
出
す

の
と
同
じ
よ
う
に
、
諸
葛
亮
を
長
い
間
、
歌
い
な
が
ら
思
い
出
し
て
い
た

の
で
あ
る
。（
原
注
。『
三
国
志
』
蜀
書
、
諸
葛
亮
伝
の
陳
寿
の
賛
に
「
今

に
至
る
ま
で
梁
州
・
益
州
（
蜀
の
境
内
を
意
味
す
る
。）
の
民
が
亮
を
讃

嘆
し
て
語
る
と
き
は
、
ま
る
で
亮
が
ま
だ
生
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
語

る
の
で
あ
る
。『
詩
経
』
の
「
甘
棠
」
の
詩
が
詠
う
召
公
（
周
の
武
王
の

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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時
に
南
土
を
巡
行
し
、
民
に
負
担
を
か
け
な
い
た
め
に
甘
棠
の
木
の
下
で

裁
判
を
行
っ
た
。）
や
、
鄭
の
人
が
歌
っ
た
子
産
（
典
拠
不
明
。
子
産
は

鄭
国
の
宰
相
。
前
五
二
二
年
歿
。）
に
た
と
え
て
も
、
か
け
は
な
れ
て
い

る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）
こ
の
諸
葛
亮
の

言
葉
は
『
春
秋
』
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
る
。『
春
秋
』
が
単
に
「
罪
過

を
ゆ
る
し
た
。」
と
記
さ
ず
に
、「
大
き
な
罪
過
も
す
べ
て
ゆ
る
し
た
。」

と
記
し
た
の
は
、
刑
を
荘
公
が
正
し
く
用
い
な
か
っ
た
こ
と
を
譏
っ
た
の

で
あ
る
。」（
原
注
。
陳
氏
（「
張
氏
」
の
誤
り
。
張
氏
は
張
洽
を
指
す
。）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
過
失
で
犯
し
た
罪
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な

に
大
き
な
罪
で
も
ゆ
る
し
、
故
意
に
犯
し
た
罪
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
小

さ
な
罪
で
あ
っ
て
も
刑
に
処
す
る
（『
書
経
』
大
禹
謨
）。
こ
れ
は
堯
舜
及

び
夏
殷
周
三
代
の
法
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
も
廃
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
後
世
、
両
方
と
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
残
酷

さ
に
偏
る
者
は
、
犯
罪
の
実
情
を
察
知
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
過
失
で
犯
し

た
罪
で
あ
っ
て
も
す
べ
て
刑
に
処
す
る
。
そ
の
場
し
の
ぎ
と
い
う
過
ち
を

犯
し
た
荘
公
の
よ
う
な
者
に
至
っ
て
は
、
反
対
に
、
極
悪
の
大
罪
を
取
り

上
げ
て
、
こ
れ
を
過
失
で
犯
し
た
罪
及
び
不
可
抗
力
が
原
因
で
犯
し
た
罪

と
同
列
に
扱
っ
て
、
恩
赦
の
対
象
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、

故
意
に
罪
を
犯
し
て
反
省
し
な
い
者
が
好
き
な
よ
う
に
罪
を
重
ね
る
こ
と

に
な
り
、
善
良
な
人
々
が
泣
き
寝
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。『
春
秋
』
が

「
大
き
な
罪
過
を
す
べ
て
ゆ
る
し
た
。」
と
記
し
た
の
は
、
荘
公
が
小
恵
を

施
す
こ
と
に
務
め
て
、
大
徳
を
施
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
す
る
た
め
で

あ
る
。」）

【原
文
】

春
秋
。
荘
公
二
十
二
年
、
春
、
王
正
月
、
肆
大
眚
（
原
注
。
所
景
反
。）。

（
以
下
、
一
字
分
、
段
下
げ
さ
れ
て
い
る
。）
程
子
曰
、
大
眚
而
肆
之
。

其
失
可
知
。
凡
赦
、
何
嘗
及
得
善
人
。
諸
葛
亮
、
在
蜀
、
十
年
不
赦
。
審

此
爾
。
胡
氏
曰
、
大
眚
皆
肆
、
則
廃
天
討
、
虧
国
典
、
縦
有
罪
、
虐
無
辜
。

悪
人
幸
而
免
矣
（
原
注
。
茅
堂
胡
氏
曰
、
罪
在
五
刑
、
上
天
所
討
。
大
眚

皆
肆
、
春
秋
譏
之
。
孫
氏
曰
、
肆
大
眚
、
非
正
也
。
乱
法
異
常
者
也
。
臨

川
呉
氏
曰
、
眚
固
可
赦
、
而
不
言
大
。
聖
人
雖
至
仁
、
然
赦
人
之
罪
、
亦

必
有
所
剤
量
於
其
間
、
不
一

也
。
書
肆
大
眚
、
則
罪
之
大
而
不
当
赦

者
、
亦
赦
之
。
譏
其
恵
姦
佚
罰
也
。）。
後
世
有
姑
息
為
政
、
数
行
恩
宥
、

恵
姧
軌
、
賊
良
民
、
而
其
弊
益
滋
、
蓋
流
於
此
。
故
諸
葛
孔
明
曰
、
治
世

以
大
徳
、
不
以
小
恵
（「
恵
」
は
も
と
「
慧
」
に
作
る
。『
春
秋
大
全
』
巻

九
及
び
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
十
五
に
従
っ
て
改
め
た
。）。
其
為
政
於
蜀
、

軍
旅
数
興
、
而
赦
不
妄
下
（
原
注
。
汪
氏
曰
、
通
鑑
、
初
丞
相
亮
時
、
有

言
公
惜
赦
者
。
亮
答
曰
、
治
世
以
大
徳
、
不
以
小
恵
。
亮
卒
後
、
延
熙
九
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年
、
大
赦
。
孟
光
責
（「
責
」
は
も
と
「
亻青
」
に
作
る
。『
春
秋
胡
伝
附
録

纂
疏
』
巻
九
及
び
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
十
五
に
従
っ
て
改
め
た
。）
費

曰
、
赦
者
偏
枯
之
物
、
非
明
世
所
宜
有
。）。
蜀
人
久
而
歌
思
、
猶
周
人
之

思
召
公
也
（
原
注
。
三
国
志
、
蜀
諸
葛
亮
伝
賛
曰
、
至
今
梁
益
之
民
、
咨

述
亮
者
、
言
猶
在
耳
。
雖
甘
棠
之
詠
召
公
、
鄭
人
之
歌
子
産
、
無
以
遠
譬

也
。）。
斯
得
春
秋
之
旨
矣
。
肆
眚
而
曰
大
眚
。
譏
失
刑
也
（
原
注
。
陳

（「
陳
」
は
『
春
秋
大
全
』
巻
九
も
「
陳
」
に
作
る
が
、『
春
秋
胡
伝
附
録

纂
疏
』
巻
九
は
「
張
」
に
作
る
。）
氏
曰
、
宥
過
無
大
、
刑
故
無
小
、
此

堯
舜
三
代
之
法
、
不
可
偏
廃
者
。
後
世
両
失
之
。
偏
惨
刻
者
、
不
復
察
其

情
、
挙
過
失
、
而
盡
刑
誅
之
。
及
姑
息
之
過
、
如
荘
公
者
、
反
取
大
罪
極

悪
、
而
列
之
於
眚
災
、
以
従
肆
赦
之
例
。
怙
終
得
志
、
良
善
瘖
瘂
。
書
曰

肆
大
眚
、
以
譏
（
も
と
「
譏
」
字
な
し
。『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
巻
九

に
従
っ
て
補
っ
た
。）
其
務
小
恵
而
失
大
徳
也
。）。（
以
上
、
第
十
三
丁
表

第
二
行
か
ら
同
丁
裏
第
八
行
。）

【訓
読
】

春
秋
。
荘
公
二
十
二
年
、
春
、
王
の
正
月
、
大
眚
を
肆ゆ

る

す
。（
原
注
。

所
景
の
反か

え
し。）

程
子
曰
く
、
大
眚
に
し
て
之
れ
を
肆
す
。
其
の
失
、
知
る
可
し
。
凡
そ

赦
、
何
ぞ
嘗
て
善
人
に
及
び
得
ん
。
諸
葛
亮
、
蜀
に
在
り
、
十
年
、
赦
せ

ざ
る
は
、
此
れ
を
審つ

ま
びら
か
に
す
る
の
み
。
と
。

胡
氏
曰
く
、
大
眚
皆
肆
せ
ば
則
ち
天
討
を
廃
し
、
国
典
を
虧か

く
。
有
罪

を
縦
し
、
無
辜
を
虐
し
、
悪
人
、
幸
い
に
し
て
免
る
。（
原
注
。
茅
堂
胡

氏
曰
く
、
罪
、
五
刑
に
在
り
、
上
天
、
討
つ
と
こ
ろ
。
大
眚
皆
肆
す
、
春

秋
之
れ
を
譏そ

し

る
。
と
。
孫
氏
曰
く
、
大
眚
を
肆
す
は
正
に
非
ざ
る
な
り
。

法
を
乱
し
常
に
異
な
る
者
な
り
。
と
。
臨
川
呉
氏
曰
く
、
眚
は
固も

と

よ
り
赦

す
可
く
し
て
大
を
言
わ
ず
。
聖
人
は
至
仁
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
人
の

罪
を
赦
す
は
、
亦
た
必
ず
其
の
間
に
剤
量
す
る
と
こ
ろ
有
り
、
一
概
な
ら

ざ
る
な
り
。
大
眚
を
肆
す
と
書
す
れ
ば
、
則
ち
罪
の
大
に
し
て
当
に
赦
す

べ
か
ら
ざ
る
者
も
亦
た
之
れ
を
赦
す
。
其
の
、
姦
を
恵
し
罰
を
佚
す
る
を

譏
る
な
り
。
と
。）
後
世
、
姑
息
に
政
を
為
し
、
数し

ば
しば
恩
宥
を
行
い
、
姧

軌
を
恵
み
、
良
民
を
賊
し
て
其
の
弊
益ま

す

ま
す
滋し

げ

き
こ
と
有
る
は
、
蓋
し
此

れ
よ
り
流
る
。
故
に
諸
葛
孔
明
曰
く
、
世
を
治
む
る
は
大
徳
を
以
て
し
、

小
恵
を
以
て
せ
ず
、
と
。
其
の
、
政
を
蜀
に
為
す
、
軍
旅
は
数し

ば
しば
興お

こ

す
も
、

赦
は
妄
り
に
下
さ
ず
。（
原
注
。
汪
氏
曰
く
、
通
鑑
。
初
め
丞
相
亮
が
時
、

公
、
赦
を
惜
し
む
と
言
う
者
有
り
。
亮
、
答
え
て
曰
く
、
世
を
治
む
る
は

大
徳
を
以
て
し
、
小
恵
を
以
て
せ
ず
、
と
。
亮
卒
す
る
後
、
延
熙
九
年
、

大
赦
す
。
孟
光
、
費

を
責
め
て
、
赦
は
偏
枯
の
物
、
明
世
の
宜
し
く
有

る
べ
き
と
こ
ろ
に
非
ず
、
と
曰
え
り
。
と
。）
蜀
人
久
し
く
し
て
歌
思
す

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
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る
こ
と
、
猶
お
周
人
の
召
公
を
思
う
が
ご
と
き
な
り
。（
原
注
。
三
国
志
、

蜀
の
諸
葛
亮
伝
の
賛
に
曰
く
、
今
に
至
り
梁
益
の
民
、
亮
を
咨
述
す
る
者
、

言
う
こ
と
猶
お
在い

ま

す
ご
と
き
の
み
。
甘
棠
の
、
召
公
を
詠
し
、
鄭
人
の
、

子
産
を
歌
う
と
雖
も
、
以
て
譬
え
を
遠
し
と
す
る
無
き
な
り
。
と
。）
斯

れ
春
秋
の
旨
を
得
た
り
。
眚つ

み

を
肆ゆ

る

し
て
大
眚
と
曰
う
は
、
刑
を
失
う
を
譏

る
な
り
。（
原
注
。
陳
氏
曰
く
、
過あ

や
まち
を
宥ゆ

る

す
は
大
無
く
、
故
を
刑
す
る

は
小
無
し
。
此
れ
堯
舜
三
代
の
法
、
偏
廃
す
可
か
ら
ざ
る
者
な
り
。
後
世
、

両ふ
た

つ
な
が
ら
之
れ
を
失
す
。
惨
刻
に
偏か

た
よる
者
は
、
復
た
其
の
情
を
察
せ
ず
、

過
失
を
挙
げ
て
尽
く
之
れ
を
刑
誅
す
。
姑
息
の
過
ち
、
荘
公
の
如
き
者
に

及
び
て
は
、
反
っ
て
大
罪
極
悪
を
取
り
て
、
之
れ
を
眚
災
に
列
し
、
以
て

肆
赦
の
例
に
従
う
。
怙
終
、
志
を
得
、
良
善
、
瘖
瘂
す
。
書
し
て
大
眚
を

肆
す
と
曰
う
。
以
て
其
の
、
小
恵
を
務
め
て
大
徳
を
失
う
を
譏
る
な
り
。

と
。）
と
。

こ
の
部
分
も
、『
春
秋
大
全
』
巻
九
の
文
の
丸
写
し
で
あ
る
。『
重
刊
祥

刑
要
覧
』
に
は
無
い
。「
程
子
曰
」
に
続
く
文
は
、『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻

二
十
二
下
、
伊
川
先
生
語
八
下
（
中
華
書
局
の
『
二
程
集
』
上
に
収
め
ら

れ
て
い
る
も
の
を
見
た
。）
の
文
で
あ
る
。「
胡
氏
曰
」
に
続
く
文
は
、
胡

安
国
撰
『
春
秋
伝
』
巻
九
（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。）
の
文

で
あ
る
。「
茅
堂
胡
氏
曰
」
に
続
く
文
は
、
汪
克
寛
撰
『
春
秋
胡
伝
附
録

纂
疏
』
に
拠
れ
ば
、
胡
寧
の
『
春
秋
通
旨
』
の
文
で
あ
る
。『
春
秋
大
全
』

は
『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
を
丸
々
剽
窃
し
て
作
ら
れ
た
（『
四
庫
全
書

総
目
』
巻
二
十
八
）。『
春
秋
通
旨
』
は
『
四
庫
全
書
総
目
』
に
そ
の
名
が

載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
未
見
で
あ
る
。「
孫
氏
曰
」
に
続
く
文
は
、
孫
復

撰
『
春
秋
尊
王
発
微
』
巻
三
（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。）
の

文
で
あ
る
。「
臨
川
呉
氏
曰
」
に
続
く
文
は
、
呉
澄
撰
『
春
秋
纂
言
』
巻

三
（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。）
の
文
で
あ
る
。「
汪
氏
曰
」

に
続
く
文
は
、
汪
克
寛
撰
『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
巻
九
（『
景
印
四
庫

全
書
』
所
収
本
を
見
た
。）
の
文
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
『
祥
刑
要
覧
』

が
『
春
秋
大
全
』
か
ら
写
し
た
こ
の
部
分
全
体
が
、「
程
子
曰
」
に
続
く

文
を
除
い
て
、『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
の
文
で
あ
る
。「
陳
氏
曰
」
に
続

く
文
は
、
張
洽
撰
『
春
秋
集
注
』
巻
三
（『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を

見
た
。）
の
文
で
あ
る
。「
陳
氏
」
は
、『
春
秋
大
全
』
巻
九
も
「
陳
氏
」

に
作
る
が
、『
春
秋
胡
伝
附
録
纂
疏
』
巻
九
は
「
張
氏
」
に
作
る
。「
張

氏
」
が
正
し
い
。

第
九
節

『礼
記
』『
論
語
』『
大
学
』
の
抜
書
き

岩
村
藩
刊
本
の
第
十
三
丁
裏
第
九
行
か
ら
第
十
四
丁
裏
第
一
行
ま
で
を

関
法

第
六
八
巻
一
号

二
〇

(三
三
七
)



第
九
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、『
礼
記
』『
論
語
』『
大
学
』
の
本
文
及

び
そ
の
注
釈
文
の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

『
礼
記
』
王
制
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
五
刑
に
処
す
る
判

決
を
下
す
と
き
は
（
原
文
。
制
五
刑
。）、
必
ず
天
の
道
理
（
原
文
。
天
倫
。

『
礼
記
注
疏
』
は
「
天
論
」
に
作
る
。）
に
従
う
。」（
原
注
。「
制
」
は
断

の
意
で
あ
る
。「
天
倫
」
は
天
理
で
あ
る
。）「
負
け
た
方
が
五
刑
を
科
さ

れ
る
訴
訟
を
裁
判
す
る
と
き
は
、
必
ず
訴
訟
関
係
者
の
間
の
父
子
関
係
や

君
臣
関
係
を
調
べ
て
刑
を
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り
す
る
（
原
文
。
権
。）。

罪
の
軽
重
の
順
序
を
よ
く
考
え
て
、
慎
重
に
心
の
善
悪
の
度
合
を
推
測
し

て
、
犯
罪
行
為
を
区
別
す
る
。（
原
注
。
父
子
関
係
と
君
臣
関
係
と
は
最

も
重
い
人
間
関
係
で
あ
る
。
父
が
子
の
た
め
に
隠
し
、
子
が
父
の
た
め
に

隠
す
よ
う
な
場
合
に
は
刑
を
軽
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

場
合
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
他
に
も
刑
を
軽
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
行
為
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
罪

の
軽
重
や
心
の
善
悪
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
慎
重
に
犯
罪
行
為
を
区
別

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る

「
権は

か

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
裁
判
官
は
そ
の
能
力
と
真
心
と
を
尽
く

し
て
、
全
力
を
挙
げ
て
裁
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
原
注
。

し
っ
か
り
と
訴
訟
当
事
者
及
び
証
人
の
様
子
を
見
て
、
し
っ
か
り
と
彼
ら

の
言
葉
を
聴
い
て
、
言
葉
を
発
す
る
時
の
顔
色
を
観
察
し
て
、
真
心
と
同

情
心
と
を
持
っ
て
言
葉
の
外
に
あ
る
意
味
を
洞
察
す
る
な
ら
ば
、
真
実
を

知
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。）「
刑
と
は
亻刑
、
即
ち
形
で
あ
り
、

亻刑
、
即
ち
形
と
は
、
成
の
意
で
あ
る
。
刑
は
一
た
び
成
っ
て
し
ま
う
と
変

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
故
に
為
政
者
は
裁
判
に
心
を
尽
く
す
の
で
あ

る
。」（
原
注
。
亻刑
は
形
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
身
体
の
一
部
分
だ
け
で
も

具
わ
ら
な
け
れ
ば
、
人
の
形
を
成
す
に
は
足
り
な
い
。
一
つ
の
証
言
だ
け

で
も
揃
わ
な
け
れ
ば
、
刑
を
科
す
る
に
は
足
り
な
い
。
為
政
者
は
何
事
に

対
し
て
も
そ
の
心
を
尽
く
す
の
で
あ
る
が
、
刑
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て

と
り
わ
け
慎
重
な
の
で
あ
る
。

【原
文
】

礼
記
、
王
制
。
凡
制
五
刑
、
必
即
天
倫
（
原
注
。
制
、
断
也
。
天
倫
、

天
理
。）。
凡
聴
五
刑
之
訟
、
必
原
父
子
之
親
、
立
君
臣
之
義
、
以
権
之
。

意
論
軽
重
之
序
、
慎
測
浅
深
之
量
、
以
別
之
（
原
注
。
父
子
君
臣
、
人
倫

之
重
。
如
父
為
子
隠
、
子
為
父
隠
、
推
類
可
見
。
蓋
所
犯
雖
同
、
而
軽
重

浅
深
或
異
。
当
謹
別
之
。
所
謂
権
也
。）。
悉
其
聡
明
、
致
其
忠
愛
、
以
盡

之
（
原
注
。
明
視
聡
聴
而
察
於
詞
色
之
間
、
忠
愛
惻
怛
而
体
之
言
意
之
表
、

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
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庶
可
盡
得
其
情
。）。
刑
者
亻刑
也
。
亻刑
者
成
也
。
一
成
而
不
可
変
。
故
君
子

盡
心
焉
（
原
注
。
亻刑
与
形
同
。
一
體
不
具
、
不
足
以
成
形
。
一
辞
不
具
、

不
足
以
成
刑
。
君
子
無
事
不
盡
其
心
。
至
用
刑
尤
慎
。）。（
以
上
、
第
十

三
丁
裏
第
九
行
か
ら
第
十
四
丁
表
第
五
行
。）

【訓
読
】

礼
記
の
王
制
。
凡お

よ

そ
五
刑
を
制
す
る
は
、
必
ず
天
倫
に
即つ

く
。（
原
注
。

制
は
断
な
り
。
天
倫
は
天
理
。）
凡
そ
五
刑
の
訟
を
聴
く
は
、
必
ず
父
子

の
親
に
原も

と
づき
、
君
臣
の
義
を
立
て
、
以
て
之
れ
を
権
し
、
軽
重
の
序
を
意

論
し
、
浅
深
の
量
を
慎
測
し
、
以
て
之
れ
を
別
か
つ
。（
原
注
。
父
子
君

臣
は
人
倫
の
重
き
な
り
。
父
、
子
の
為
め
に
隠
し
、
子
、
父
の
為
め
に
隠

す
如
き
は
、
類
を
推
し
て
見
る
可
し
。
蓋
し
犯
す
と
こ
ろ
同
じ
と
雖
も
、

軽
重
浅
深
或
い
は
異
な
る
。
当
に
謹
ん
で
之
れ
を
別
か
つ
べ
し
。
い
わ
ゆ

る
権
な
り
。）
其
の
聡
明
を
悉つ

く
し
、
其
の
忠
愛
を
致
し
、
以
て
之
れ
を

尽
く
す
。（
原
注
。
明
視
聡
聴
し
て
詞
色
の
間
に
察
し
、
忠
愛
惻
怛
し
て

之
れ
を
言
意
の
表
に
体
す
れ
ば
、
尽
く
其
の
情
を
得
可
き
に
庶ち

か

か
ら
ん
。）

刑
は
亻刑
な
り
。
亻刑
は
成
な
り
。
一
成
し
て
変
ず
可
か
ら
ず
。
故
に
君
子
は

心
を
尽
く
す
。（
原
注
。
亻刑
は
形
と
同
じ
。
一
体
具
わ
ら
ざ
れ
ば
、
以
て

形
を
成
す
に
足
ら
ず
。
一
辞
具
わ
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
刑
を
成
す
に
足
ら
ず
。

君
子
は
事
の
其
の
心
を
尽
く
さ
ざ
る
無
し
。
刑
を
用
い
る
に
至
り
て
は
尤

も
慎
む
。）

右
の
部
分
の
注
釈
文
は
『
礼
記
大
全
』
巻
五
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で

あ
る
が
、
異
な
る
箇
所
も
あ
る
。『
礼
記
大
全
』
は
『
五
経
大
全
』
の
一

つ
で
あ
る
。『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。

【和
訳
】

『
論
語
』（
為
政
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
孔
子
が
言
っ
た
。

人
民
を
法
律
（
原
文
。
政
。）
に
従
う
よ
う
指
導
し
（
原
文
。
道
。）（
原

注
。「
道
」
と
は
引
導
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
政
」
と
は
法
制
禁
令
の
意

味
で
あ
る
。）、
法
律
に
従
わ
な
い
人
民
に
刑
（
原
注
。
五
刑
。）
を
科
す

る
と
い
う
だ
け
の
政
治
を
行
う
な
ら
ば
、
人
民
は
法
網
を
す
り
抜
け
る
こ

と
を
恥
か
し
い
こ
と
と
は
思
わ
な
い
。（
原
注
。
刑
罰
を
一
時
逃
が
れ
し

て
恥
か
し
く
思
わ
な
い
。）
道
徳
で
人
民
を
教
導
し
（
原
注
。
為
政
者
が

自
ら
道
徳
を
実
践
し
て
人
民
を
導
く
。）、
礼
（
原
注
。
決
ま
り
ご
と
や
儀

式
。）
を
用
い
て
人
民
を
治
め
る
な
ら
ば
、
人
民
は
恥
を
知
っ
て
、
善
人

と
な
る
（
原
文
。
格
。）。（
原
注
。「
格
」
は
至
る
の
意
で
あ
る
。
人
民
は

不
善
を
行
う
の
を
恥
じ
る
よ
う
に
な
り
、
善
に
至
る
の
で
あ
る
。）
と
。」
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【原
文
】

論
語
。
子
曰
、
道
之
以
政
（
原
注
。
道
、
猶
引
導
。
政
、
謂
法
制
禁

令
。）、
斉
之
以
刑
（
原
注
。
五
刑
。）、
民
免
而
無
耻
（
原
注
。
苟
免
刑
罰
、

無
所
羞
愧
。）。
道
之
以
徳
（
原
注
。
在
上
者
躬
行
、
以
率
之
。）、
斉
之
以

礼
（
原
注
。
制
度
品
節
。）、
有
耻
且
格
（
原
注
。
格
、
至
也
。
民
耻
為
不

善
、
而
有
以
至
於
善
。）。（
以
上
、
第
十
四
丁
表
第
六
行
か
ら
第
八
行
。）

【訓
読
】

論
語
。
子
曰
く
、
之
れ
を
道み

ち
びく
に
政
を
以
て
し
（
原
注
。
道
と
は
猶
お

引
導
の
ご
と
し
。
政
と
は
法
制
禁
令
を
謂
う
。）、
之
れ
を
斉と

と
のう
る
に
刑

（
原
注
。
五
刑
。）
を
以
て
す
れ
ば
、
民
は
免
れ
て
恥
じ
る
無
し
。（
原
注
。

苟
か
り
そ
めに
刑
罰
を
免
れ
て
羞
愧
す
る
と
こ
ろ
無
し
。）
之
れ
を
道
く
に
徳
を
以

て
し
（
原
注
。
上
に
在
る
者
、
躬み

ず
から
行
い
て
以
て
之
れ
を
率
い
る
。）、
之

れ
を
斉
う
る
に
礼
（
原
注
。
制
度
品
節
。）
を
以
て
す
れ
ば
、
恥
有
り
て

且
つ
格い

た

る
。（
原
注
。
格
と
は
至
る
な
り
。
民
、
不
善
を
為
す
を
恥
じ
て
、

以
て
善
に
至
る
有
り
。）
と
。

右
の
部
分
の
注
釈
文
は
『
論
語
集
註
大
全
』
巻
二
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
で
あ
る
が
、
異
な
る
箇
所
も
あ
る
。『
論
語
集
註
大
全
』
は
『
四
書
大

全
』
の
一
つ
で
あ
る
。『
景
印
四
庫
全
書
』
所
収
本
を
見
た
。

【和
訳
】

『
大
学
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
孔
子
が
言
っ
た
。
訴
訟

を
裁
く
方
法
は
、
私
も
他
の
人
と
同
じ
で
あ
る
。（
原
注
。
他
人
と
違
わ

な
い
。）
ど
う
に
か
し
て
訴
訟
自
体
が
無
く
な
る
よ
う
に
し
た
い
。
と
。

事
実
と
異
な
る
内
容
を
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
（
原
文
。
無
情
者
。）
が
、

そ
の
言
葉
を
述
べ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
（
原
注
。

「
情
」
と
は
事
実
の
意
で
あ
る
。）、
嘘
を
主
張
す
る
訴
訟
を
起
こ
そ
う
と

す
る
人
民
の
意
志
を
大
い
に
畏
縮
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。（
原
注
。
自
然
に

人
民
の
意
志
を
畏
服
さ
せ
る
の
で
、
訴
訟
は
裁
判
を
待
つ
ま
で
も
な
く
自

分
か
ら
無
く
な
る
。）」

【原
文
】

大
学
。
子
曰
、
聴
訟
吾
猶
人
也
（
原
注
。
不
異
於
人
。）。
必
也
使
無
訟

乎
。
無
情
者
、
不
得
盡
其
辞
（
原
注
。
情
、
実
也
。）。
大
畏
民
志
（
原
注
。

自
然
有
以
畏
服
民
之
心
志
。
故
訟
不
待
聴
而
自
無
。）。

【訓
読
】

大
学
。
子
曰
く
、
訟
え
を
聴
く
は
、
吾
れ
猶
お
人
の
ご
と
き
な
り
。

（
原
注
。
人
に
異
な
ら
ず
。）
必
ず
や
訟
え
無
か
ら
し
め
ん
か
。
と
。
情
無

き
者
は
其
の
辞
を
尽
く
す
を
得
ず
。（
原
注
。
情
は
実
な
り
。）
大
い
に
民

の
志
を
畏
れ
し
む
。（
原
注
。
自
然
、
以
て
民
の
心
志
を
畏
服
せ
し
む
る

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
六
）
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三
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四
)



有
り
。
故
に
訟
え
、
聴
く
を
待
た
ず
し
て
自
ら
無
し
。）

右
の
部
分
の
注
釈
文
は
『
大
学
章
句
大
全
』
の
文
と
同
じ
で
あ
る
。

『
大
学
章
句
大
全
』
は
『
四
書
大
全
』
の
一
つ
で
あ
る
。『
景
印
四
庫
全

書
』
所
収
本
を
見
た
。
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